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平成２８年度第８回庁議 会議録 

 

［日 時］平成２８年１１月２８日（月）９時～９時４６分 

 

［場 所］庁舎応接会議室 

 

［出席者］市長、副市長、教育長、参与及び各部局長 

     福祉部総括次長代理出席 

 

［会次第］ 

 １ 市長あいさつ 

 ２ 議  題 

（１）市議会定例会提出議案について （関係部局） 

会派説明報告について    （企画部、福祉部、建設部、消防本部） 

 ３ 協議事項 

 ４ 連絡事項 

（１）時間外勤務の執行状況及び年次有給休暇の取得状況について（総務部） 

（２）スリーワンにこだわった取り組みについて（市長） 

 

 

１ 市長あいさつ 

私にとって、当選後、初めての庁議となる。 

本日の庁議議題にもあるように、１２月６日に第５回定例会が開会予定である。 

会派説明については、１１月２２日及び２４日に開催され、そこでも質疑応答があっ

たと思うが、１２月議会に向けて、各部局とも、予想される項目については事前に準備

をするなど、遺漏のない対応をお願いしたい。 

 

２ 議 事 

（１）市議会定例会提出議案について （関係部局） 

会派説明報告について    （企画部、福祉部、建設部、消防本部） 

市長 

 

 

それでは議事に入る。 

「市議会定例会提出議案について」、議案に沿って、福祉部から

順番にお願いする。 

なお、明日の「部課長会」での説明と重複するため、簡潔に、

要点のみを説明するようお願いする。 
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福祉部総括次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、会派説明を行った部局については、議案の説明後、会派

説明報告もお願いする。建設部及び消防本部については、企画部

の説明が終わった後に、会派説明報告をお願いする。 

 

報告１件、条例議案３件について説明する。 

まず、議案書の１ページ及び２ページ、報告第３３号「専決処

分の報告」については、「損害賠償の額の決定について」であり、

平成２８年８月２２日午後４時ごろ、市民宅を訪問した際、城下

町６番６号地先路上において、公用車を進行方向転換のため前進

させていたところ、公用車前部と相手方のテラス及びカーポート

が接触し、破損させた交通事故に係る損害賠償の額を決定し、平

成２８年９月２３日専決処分を行ったため、報告するものであ

る。なお、損害賠償の額については、テラス及びカーポートの修

理に要する費用を９８万１，０００円と決定し、全額、損害保険

ジャパン日本興亜株式会社から支払われている。 

次に、１８ページから４０ページまで、議案第７９号「新居浜

市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例」の制定については、

市の条例に委任されている「指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準」の一部改正等に伴い、条例の一

部を改正しようとするものである。 

改正の主な内容としては、指定地域密着型通所介護について

は、新たに創設されたことから、人員配置、設備、運営、利用定

員等に関する基準に係る規定について基準を定め、認知症対応型

通所介護については、運営推進会議の設置を義務付ける地域との

連携に関する規定について、所要の改正を行っている。なお、こ

の条例は、公布の日から施行したいと考えている。 

次に、４１ページから４４ページまで、議案第８０号「新居浜

市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例」については、「指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の

一部改正等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので、指定

介護予防認知症対応型通所介護について、運営推進会議の設置を
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総務部長 

 

 

 

 

義務付ける地域との連携に関する規定について、所要の改正を行

っている。なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えて

いる。 

次に、４５ページから５０ページまで、議案第８１号「新居浜

市医師確保奨学金貸付条例の制定」については、本市の勤務医師

の減少とそれに伴う高齢化の進行により、市内の医療機関で働く

若い医師を確保するため、医学部生に対して入学及び修学に要す

る資金を奨学資金として貸し付ける制度を創設しようとするも

のである。 

条例の内容としては、第１条では条例の目的、第２条では用語

の定義、第３条では貸付及び貸付対象者の要件、第４条では奨学

金の種類及び貸付限度額等、第５条では連帯保証人、第６条では

貸付契約の解除等の要件、第７条及び第８条では奨学金の返還免

除の要件及び返還、第９条では返還猶予、第１０条では延滞利息、

第１１条では条例の施行に関し必要な事項の委任について、それ

ぞれ定めるものである。なお、この条例は、平成２９年４月１日

から施行したいと考えている。 

次に、会派説明の結果について報告する。 

「医師確保奨学金貸付制度の開設について」では、 

貸付対象者について、本人又は保護者の住所要件を除いてはど

うか。 

貸付対象者の要件に所得制限を設ける必要があるのか。所得制

限はどのくらいなのか。 

連帯保証人について、申し込みの段階で２人を立てることが困

難な場合もあることから、保証協会の保証を検討してはどうか。 

申込者をどのくらい見込んでいるのか。 

指定医療機関に勤務しなかった場合にペナルティはあるのか。 

医師が減っているということであるが、今後の医師数の見込は

どうなのか。 

といった質問、意見があった。 

 

一般議案１件及び条例議案１件並びに追加提出予定の条例議

案２件、人事議案３件及び諮問１件について説明する。 

３ページから７ページまで、議案第７３号「工事請負契約」に

ついて」は、大生院小学校屋外プール新築建築主体工事の請負契

約について、去る１１月１０日、７者による一般競争入札の結果、
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環境部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会事務局

長 

 

 

 

 

１億８,０９３万６,８２８円で、株式会社大竹組と契約を締結し

ようとするものである。 

 次に、１３ページから１５ページまで、議案第７７号「新居浜

市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定」に

ついては、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、

「国家公務員退職手当法」の一部が改正されたことに準じて、失

業者の退職手当の受給要件を改めるものである。 

次に、追加提出予定の議案等についてであるが、一般質問最終

日に追加提出予定は、人事院勧告に伴う「新居浜市議会の議員報

酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について」及び「新居浜市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例の制定について」の２件である。 

 さらに、最終日に追加提出予定は、人事議案として「新居浜市

副市長の選任について」、「新居浜市固定資産評価審査委員会の委

員の選任について」、「新居浜港務局委員会の委員の任命につい

て」の３件及び「人権擁護委員の候補者の推薦について」の諮問

１件である。 

 

一般議案１件について説明する。 

７ページ及び８ページ、議案第７４号「新居浜市斎場の指定管

理者の指定」については、新居浜市斎場は平成２１年度から指定

管理者制度を導入し、これまで（株）フロンティアサービス四国

が指定管理者となり、管理運営を行ってきたが、指定期間が平成

２９年３月３１日をもって終了することから、公募した結果、

（株）フロンティアサービス四国１団体のみの応募ではあった

が、指定管理者候補者選定委員会による審査の結果、適格と判断

されたため、（株）フロンティアサービス四国を指定管理者に指

定するものである。なお、指定期間については、平成２９年４月

１日から５年間としている。 

 

条例議案２件について説明する。 

１０ページ、議案第７５号「新居浜市総合文化施設設置及び管

理条例の一部を改正する条例の制定」については、平成２９年３

月１２日に道路交通法の一部が改正施行されることに伴い、自動

車の種類に新たに「準中型車」が設けられることから、新居浜市

総合文化施設の駐車場に駐車することができる自動車に「準中型
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農業委委員会事務

局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車」を追加しようとするものである。なお、この条例は道路交通

法が改正施行される平成２９年３月１２日から施行したいと考

えている。 

次に、１６ページ及び１７ページ、議案第７８号「新居浜市寺

尾音楽教育振興基金条例の一部を改正する条例の制定」について

は、新居浜市寺尾音楽教育振興基金の柔軟な処分を可能とし、学

校音楽教育の更なる振興を図るため、条例の一部を改正しようと

するもので、基金の額が１千万円以下になる処分はできなかった

ものを、学校音楽教育振興資金に充当するときに限り、その全部

又は一部を処分することができるよう改正するものである。な

お、この条例は、平成２９年４月１日から施行したいと考えてい

る。 

 

条例議案１件について説明する。 

１１ページ及び１２ページ、議案第７６号「新居浜市農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」につ

いては、農業委員会等に関する法律の改正法が、平成２８年４月

１日から施行されたことにより、現在の農業委員の任期満了を来

年７月に控え、新居浜市農業員会の農業員委員定数をこれまでの

３２名から改正法上限となる１９名へと、また、新たに設けられ

た農地利用最適化推進委員については、新居浜市の農地面積から

定められる上限の１５名とし、これらの定数について条例で規定

するため本案を提出するものである。なお、この条例は、現在の

農業委員の任期満了の日の翌日から施行したいと考えている。 

 

条例議案２件について説明する。 

５１ページ及び５２ページ、議案第８２号「新居浜市観光交流

施設設置及び管理条例の一部を改正する条例」については、新居

浜市観光交流施設について、本年４月にリニューアルオープンし

たが、今回、利用者の利便性及びサービスの向上を図るため、温

浴施設天空の湯の使用料について、個人使用料回数券の区分に小

人、幼児を追加するとともに、岩盤浴使用の時間制限を除こうと

するものである。なお、この条例は平成２９年１月１日から施行

したいと考えている。 

次に、５３ページ、議案第８３号「新居浜市海苔人工採苗場及

び加工場設置及び管理条例を廃止する条例」については、多喜浜



6 

 

 

 

 

 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の海苔人工採苗場及び大島宮の谷地区の海苔加工場につい

て、昭和３０年代に本格化した海苔養殖事業の拡大を図るため設

置したものであるが、施設が老朽化し、今後使用する見込みがな

いことから廃止しようとするものである。 

 

予算議案３件について説明する。 

 議案第８４号「平成２８年度新居浜市一般会計補正予算（第４

号）」については、上部東西線改良事業（街路）等の公共事業を

はじめ、臨時福祉給付金事業費等の施策費及び経常経費について

予算措置するもので、今回の補正は８億５,７４１万８千円の追

加である。 

 次に、議案第８５号「平成２８年度新居浜市公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）」については、公共下水道事業に係る

管渠等建設事業費等について予算措置するもので、今回の補正は

６,２３１万８千円の減額である。 

次に、議案第８６号「平成２８年度新居浜市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）」については、国民健康保険事業に

係る一般高額療養費等について予算措置するもので、今回の補正

は１億２,１５１万５千円の追加である。 

補正内容については、会派説明資料（平成２８年度１２月補正

予算（案）の概要）のとおりである。 

引き続き、１２月補正予算（案）の会派説明の結果を報告する。 

まず、企業立地促進対策費では、会社別の内訳はどうなってい

るのか。 

上部東西線改良事業では、第２工区の平成２９年度完成予定が

どうなるのか。残りの区間はどうなるのか。きちんと進めてもら

いたい。 

角野船木線改良事業、種川筋線改良事業では、それぞれいつ完

成するのか。 

小学校施設環境整備事業では、運動場を整備しても雨がたまっ

ている学校がある。今回は、きちんと整備してもらいたい。また、

小学校で残っているところはどこか。 

地籍調査事業費では、別子山地区で残っているのはどこか。Ｄ

ＩＤ地区の調査を進めると言っていたが、東田地区や大生院地区

に着手するのは何故か。 

空き家対策事業費では、危険な老朽空き家はどれ位あって、除
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却の実績はどれ位あるのか。対象地域を通学路に拡大するべきで

はないか。 

ふるさと応援寄付金推進費では、どうしてこのように寄付金が

増えたのか。返礼率を上げると入が減ってしまう、新たに楽天を

入れて手数料まで支払って行うのはどうなのか。 

経常経費の過年度支出金では、何故このような補正となったの

か。要因は何か。 

国民健康保険事業特別会計の一般高額費では、高額療養費の不

足理由は何か。 

といった質問、意見があった。 

次に、新居浜市市制施行８０周年記念事業（案）についての会

派説明の結果を報告する。 

現在決定している記念事業（案）に関し、富士美術館名品展の

ように、４月からスタートするものについては、１２月補正で予

算措置を行うこととしているが、全体の概要について説明した。 

 全体意見として、 

記念事業の予算枠はいくらか。 

 ８０周年から未来へ向けてという考えを持って取り組んでい

るのか。 

 記念事業全体の総合プロデュースが必要ではないか。 

 個別事業に対しては、 

 ３「わんぱく相撲にいはま場所」では、指導者や出場者の現状

はどうなのか。 

 ６「公共交通で巡るシールラリーイベント」では、暑い時期を

避ける方がよいのではないか。 

 １１「太鼓祭り記念イベント」では、都はるみさんを呼んでは

どうか。駅前に集めてはどうか。一方で、駅前に集めるというの

は無理であるという反対意見。 

 １６「新居浜シティマラソン」では、どこで実施するのか。大

永山でのヒルクライム等、自転車の大会を開催してはどうか。 

 １７「ドリーム・ベースボール」では、１２月は寒いのではな

いか。これとは別に、甲子園の常連校を集めて、市内の高校生と

対戦させる機会を設けてはどうか。 

 １８「映画制作」では、１９「水樹奈々さん 新居浜のイメー

ジソング作り」と合わせて進めているが、映画はどういう内容か。

この期間で制作できるのか。せっかくなら四季を通じてじっくり
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市長 

と制作すればよいのではないか。制作した後のことを考えている

のか。 

といった質問、意見があった。 

 

 駅南地区のまちづくりについて会派説明を行った結果につい

て報告する。 

総合運動公園建設、公共施設再配置計画、文センの建て替え等

様々な課題がある中で、駅南地区のまちづくりを推進することは

時期尚早というご意見があった。 

 当面今から立地適正化とコンパクトシティに向けて、方針建て

をしないといけない時期であり、基盤整備と言う意味で、駅南地

区の農地がたくさんあるという状況をどう改善していくのかに

ついて、立地適正化計画策定までには色々な形で取り組みたいと

考えている。 

 

 新居浜市総合防災拠点施設建設に係る設計業務について、基本

設計の取りまとめが終了したので、その計画内容並びにシステム

構想及び展示計画について会派説明を行った結果について報告

する。 

 まず、事業費について、基本計画時点での予算範囲内で行おう

とは検討しないのか。 

 今回示した額以上に増額になることはないのか。 

 防災センターについて、ランニングコストが少な過ぎるのでは

ないか。 

運営について、予約以外も、市民一人からでも受け入れすべき

ではないか。 

休館日の設定について、週１日位で対応できないか。 

といった質問、意見があった。 

 システム構想について、防災情報システムの連携について、現

在スマホに提供している「新居浜いんふぉ」の情報をガラケーに

も伝えるということだが、確実に伝わるのか。 

 り災証明等、被災者支援等住民サービスの向上とあるが、現在

と何が違うのか。 

といった質問、意見があった。 

 

 企画部の市制施行８０周年記念事業に関し、総合プロデュース
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企画部長 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

というのは必要ではないか。大きな目的を持ち、テーマに沿って

行うというストーリーが必要である。バラバラではいけない。 

 

 来年度、地方創生関係で交付金が活用できるので、それに絡め

て、現在博報堂の協力のもとシティブランド戦略に取り組んでい

るが、８０周年を発信する仕組みを作ってはどうかと考えてい

る。 

 

それが将来につながることにもなる。あれもこれもと寄せ集め

てするのは意味がない。その点を考えてほしい。 

 建設部の駅南のまちづくりに関し、関係部局、企画部も入って、

これからどうするか、総合運動公園の問題もあり、大きな方針を

決めないといけない。 

関係部局で議論をお願いする。 

 

３ 協議事項 

 なし 

 

４ 連絡事項 

（１）時間外勤務の執行状況及び年次有給休暇の取得状況について（総務部） 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間外勤務の執行状況及び年次有給休暇の取得状況について

説明する。 

お手元に、各部局の平成２７年度及び平成２８年度９月末まで

の時間外勤務の実績と、平成２７年度の各部局の年次有給休暇の

取得状況の資料を配布している。 

去る１１月２４日に「第２回イクボス研修」を開催し、今後、

部局課所室長にイクボス宣言を行っていただくことになってい

る。研修でもあったが、子育て中の職員や家族の介護を行ってい

る職員をはじめ、すべての職員の健康を保持し、ワークライフバ

ランスを実現できるように業務や働き方を見直し、職場風土を改

善することは管理職の重要な責務の一つである。 

今回、課所室ごとの昨年度及び今年度上半期の時間外勤務の執

行時間、昨年度の年次有給休暇の所得状況を取りまとめたので、

イクボス宣言を踏まえた労務管理にご活用いただきたい。 

なお、長時間にわたる時間外勤務は、職員の健康に悪影響を及
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ぼすだけでなく、家庭生活などにも支障をきたし、ひいては公務

における能率の低下も懸念される。また、長時間にわたる時間外

勤務が原因で、結果として疾患を発症した場合には、労災認定さ

れる可能性が高く、その責任を追及されることにもなりかねな

い。そのため、まず、同じ課内にあって、業務が特定の職員に集

中することが無いよう、また長時間又は深夜に及ぶことがないよ

う、部局長から課所室長にもこの資料を提供いただき、必要に応

じて人員配置や職務分担を見直すなど、適正な対応に努めていた

だくようお願いしたい。 

合わせて、職員の健康保持、ワークライフバランスを図ること

が心身のリフレッシュを促進し、結果として職員の士気を高め、

公務能率を向上させることに繋がるという認識に立ち、職員が計

画的に有給休暇を取得できるよう、計画的な業務の遂行と、有給

休暇を取得しやすい職場風土づくりをお願いする。 

 

（２）スリーワンにこだわった取り組みについて（市長） 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に私から一つ申し上げる。 

先の就任挨拶において、職員に３つの「ＯＮＥ（ワン）」、「ス

リーワン」にこだわった取り組みについてお願いした。 

・新居浜市が唯一で新居浜市にしかないという「オンリーワン」、 

・最も優れた内容や顕著な成果を収める「ナンバーワン」、 

・一番最初の取り組み「ファーストワン」、である。 

 職員がこれら３つのワンに対し意識を持ち、想いを込めて日々

取り組んでいただくことが、ひいては、新居浜市、新居浜市民の

誇りにつながるものと考えている。 

 一気に日本一というのは難しいので、まずは県内での三つのワ

ンを目指して、取り組みをお願いする。 

 県内で初めてとか、最も良いということを目指して、仕事に取

り組んでいただきたい。 

それでは、以上で第８回庁議を終わる。 

 


